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（別紙）

担当部局名：県土整備部

課　名 事　業　名 地区数 ①未着工 ②再評価 ③再々評価 ⑤随時評価
⑥国指針に
よる再評価

砂防災害課 急傾斜地崩壊対策事業 1 1

合　計 1 0 0 1 0 0

総　合　計 1 0 0 1 0 0

※再評価要件：

① 事業に着手した年度から起算して５年度内に未着工の事業

② 事業に着手した年度から起算して１０年度内に完了が見込まれない事業（再評価を行う翌年度内に完了が見込まれるものは除く。）

③ 再評価を行った年度の翌年度から起算して５年度又は１０年度内に完了する見込みがない事業（再々評価）

（再評価を行う翌年度内に完了が見込まれるものは除く。）

④ 事業の準備又は実施計画に係る調査に要する費用が予算に計上された年度から起算して５年度内に事業に着手する見込みがない事業

（地域高規格道路及びダム事業に限る）

⑤ 社会経済情勢の急激な変化、事業計画の重要な変更等により、再評価を実施する必要があると判断した事業（随時再評価）

⑥ 国の補助に係る事業の評価に関して国から別に指針等が示された場合で、当該指針等に従って評価を実施する必要があると判断した

       事業 （随時再評価）

令和４年度公共事業再評価対象事業一覧表
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再
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田野畑村

岩泉町

山田町

宮古市

大槌町

釜石市

住田町

陸前高田市

大船渡市

一戸町

九戸村

軽米町

二戸市

野田村

普代村

洋野町

久慈市

滝沢市

紫波町

岩手町

葛巻町

雫石町

八幡平市

矢巾町

盛岡市

平泉町

金ケ崎町

西和賀町
遠野市

一関市

奥州市

北上市

花巻市

県土整備部

１
急傾斜地崩壊対策事業 
（下米内２丁目 盛岡市） 

令和４年度公共事業再評価地区位置図 
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様式５

〔事業根拠法令等：急傾斜地法第１２条 〕

(1) 事業目的

(2) 事業内容

(3) 整備目標等

投資事業費

Ｃ Ｄ

　 　

(1) 事業の進捗状況

 ア 整備効果の発現状況

 イ 未着工及び工事遅延等の理由並びに解決の見通し

ａ . ｂ . ｃ

(2) 事業計画の変更の有無及び内容

変更内容

ａ . ｂ . ｃ

法枠工

H20～R4

延長　L=243m　総事業費 220,000千円

H20～R10

延長　L=243m　総事業費 220,000千円

変更前（再々評価時） 変更後（再々々評価時）

進捗率

Ｆ＝E/A

　 　

項目

計画期間

（うち用地費） （うち用地費）

事業
着手

H20
事業計画
期　　間

H20
用地
着手

未取得 未着手

R10

公共事業　再評価調書
令和４年11月9日作成

事業名 急傾斜地崩壊対策事業 補助・単独 担当部課名 県土整備部　砂防災害課

路線名等 もりおかし　　しもよない２ちょうめ 地区名 しもよない２ちょうめ 市町村 盛岡市
盛岡市　下米内2丁目 下米内2丁目

事
　
業
　
概
　
要

　本地区は、県都盛岡市に位置し、保全対象に人家10戸、要配慮者利用施設（中津川病院、特別養護老
人ホーム山岸和敬荘）、市道４路線を含む急傾斜地崩壊危険箇所である。斜面は、荒廃しており露岩部
は風化が進み小規模ではあるが落石が発生している。このため、大雨、融雪、地震等により斜面崩壊の
可能性があることから、当該事業により早急に対策を実施し、民生の安定に努めるものである。

・簡易吹付法枠工　L=243m

いわて県民計画（2019～2028）第１期アクションプラン　－政策推進プラン（2019～2022）－
　Ⅸ　社会基盤　46　安全・安心を支える社会資本を整備します
　　　①　ハード対策とソフト施策を効果的に組み合わせた防災・減災対策
　　　　構成事務事業　成果指標　土砂災害危険箇所整備率（急傾斜） 目標値18.3%（令和４年度）

R4 再々評価時全体計画期間

H24 （当初全体計画期間)

工事
着手

再々々評価時全体計画期間

事
業
費

当初計画
総事業費
(H20年)

前回
再評価時
総事業費
(H29年)

今回
再評価時
総事業費
 (R4年)A

事 業 費 の 状 況 〔百万円〕

H20年～
R2年 R3年

　

（うち用地費） Ｂ　R元年 Ｅ＝B+C+D 財　　源

　   国庫 1.95

1.9%
4.1   県 1.95

(0.0)

  他 0.2

180.0 220.0 220.0 4.1 0.0 0.0

ＢＢ

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0)(0.0) 

事
　
業
　
の
　
進
　
捗
　
状
　
況
　
等 ・用地取得に不測の日数を要していることから事業期間の延伸、その他事業内容に変更は無い。

○中項目評価は、変更内容は施工区間や主要な工事内容の変更ではなく事業期間の延伸であり、大幅な変
更ではないため「b」とした。

 ○中項目評価が、「c」、「b」であることか
ら、大項目評価は「Ｃ」とした。

中項目評価

評　価 ＡＡ Ａ ・ ・ Ｂ ・

・用地未取得により工事着手していないため、整備効果の発現はない。

①理由　法面対策工の用地確保が進んでいないため未着手となっている。
②解決の見通し(難易度）　対象地権者に関して事業の趣旨等を説明しているところであるが、用地取得
には至って居らず、現時点で解決の目処は立っていない。
③解決までの対応及び期間　引き続き、用地取得に向けた交渉を行うこととしているが、上記により用地
取得の目処は立っていない。
○中項目評価は、事業を阻害する要因となっている用地に関して、事業への理解が得られないことであ
り、現時点では事業進捗の見通しが立たないため「c」とした。

中項目評価

Ｃ

(0.0) 

・

～

9
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(1) 事業に関する社会経済情勢

 ア 全国の状況

　

 イ 本県内の状況

 ウ 施工地域における状況

　

 ａ . ｂ . ｃ

(2) 事業に関する評価指標の推移

　

　

　 　 　 　 　

増　減
(B)-(A)

備　考
評　点  評　点(A)  評　点(B)

社
　
会
　
経
　
済
　
情
　
勢
　
等
　
の
　
変
　
化

中項目評価

評価指標 配点
事業着手時 再々評価時 再々々評価時

・平成28年8月台風第10号及び令和元年10月台風第19号等より、本県においても、各地で大規模な浸水、
土石流、がけ崩れ被害が発生していることから、防災事業の必要性は高まっており、効果的な事業の推
進に努める必要がある。
・このようなことから、県では過去の土砂災害発生箇所や要配慮者利用施設等がある箇所について、優
先的にハード整備を進めている。
・ハード整備とともにソフト施策として、住民の迅速かつ円滑な避難を誘導し尊い人命を守るため、県
内約13,300箇所の土砂災害警戒区域等の指定が図られている。また、土砂災害警戒区域外においても土
砂災害が発生している状況を踏まえ、高精度な地形情報を用いて、新たな「土砂災害が発生するおそれ
のある箇所」5,668箇所（令和4年9月末時点）を抽出・公表し、今後、基礎調査を行い土砂災害警戒区域
等の指定を進めることとしている。
・なお、土砂災害警戒区域等の指定は要配慮者利用施設が立地する箇所から優先的に実施することとし
ている。

・平成23年3月11日の東日本大震災津波のほか、平成26年8月の広島市を襲った前線による豪雨、平成27
年9月の鬼怒川の氾濫を代表とする関東・東北豪雨、H29年7月の九州北部豪雨、H30年7月の西日本豪雨等
に見られるように、近年の気候変動による自然災害の激甚化・頻発化により、尊い人命や家屋等の財産
が甚大な被害を受けている状況にある。
・このようなことから、着実に土砂災害対策施設等のハード整備を進めるとともに、土砂災害警戒区域
等の指定や洪水・土砂災害ハザードマップの作成等のソフト施策の充実などにより、地域全体の警戒避
難体制の整備と防災意識の醸成を図っていく必要がある。

必
要
性

保全人家 10
10 10 10

0 －
(14戸) （10戸） （10戸）

保全公共施設等 10
10 10 10

0 市道
(有り) （有り） （有り）

重
要
性

市町村地域防災計画の位
置付け

5
5 5 5

0 －
(有り) （有り） (有り)

政策課題
（要配慮者利用施設対策）

5
5 5 5

0
中津川病院
山岸和敬荘(有り) （有り） (有り)

緊
急
性

斜面の角度 5
5 5 5

0 －
(45度) （45度） (45度)

斜面の高さ 10
10 10 10

斜面の地質
（表土厚）

5
5 5 5

0

20
15 15 15

0

－
(40m) （40m） （40m）

0

早期効果度
（工事期間）

10
10 0

(5年)

－
(2.6m) （2.6m） （2.6m）

斜面の危険度

（18.2）

経済性
（費用便益比（B/C））

20
20 20 20

－

効
率
性

被害を与える
おそれがある

0 －
（10.3） （5.0）

計 95 0

（15年） （21年）
0

0

（再々々評価時／再々評価時）

100%
　

85 85

・急斜面が人家及び要配慮者利用施設に近接しており、地元盛岡市から整備促進について要望有り。
・当該地は、土砂災害警戒区域等に指定済み。（R4.2.25、R3.9.28）

○中項目評価は、全国又は本県において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討がないこ
とから「ａ」とした。
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 〇 費用便益分析

（単位：百万円）

事業費

総　費　用 (C)

人家・事業所

道路・鉄道

公共施設

人的被害（逸失利益）

営業停止

応急対策

人的被害（精神損害）

　総　便　益 (B)

修 正 便 益 (B')

※金額は、現在価値化したもの。当該事業の実事業費は220百万円。

　ったもの。

 〇 関連する開発プロジェクト等の状況

ａ . ｂ . ｃ

(3)　自然環境等の状況及び環境配慮事項

 ア 動植物、地形・地質、歴史文化、景観等の状況及び岩手県自然環境保全指針による保全区分

・岩手県自然環境保全指針による保全区分 B

　 ・希少野生動植物生息の有無

・埋蔵文化財包蔵地の有無 　

・その他特記事項 　 　

 イ 環境配慮事項及び環境等への配慮に要する事業費

・振興局公共事業等に係る希少野生動植物調査検討委員会への付議状況 付議していない

　（工事着手の目途が付いた段階で、付議する予定。）

ａ . ｂ . ｃ

41.0

　費用便益分析手法:　急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュアル（案）(R3.1)

―　

―　

―　

14.0

3,164.0
社
　
会
　
経
　
済
　
情
　
勢
　
等
　
の
　
変
　
化

区　　　分

あり

あり

(

直
接
被
害

)

便
益
項
目

(

間
接
被
害

)

便
益
項
目

―　

10.3

（基準年：H19） （基準年：H28）

545.0

費
用
項
目

163.0

　

再々評価時 事業着手時

ＡＡ ・

○中項目評価は、自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿った対応を予定して
　いることから「ｂ」とした。

≪その他の環境配慮に要する事業費等≫
法面緑化（法枠内）C=27,000千円

 

中項目評価

 
 

○中項目評価が「a」「a」「b」であることか
ら、大項目評価は「Ａ」とした。

再々々評価時

（基準年：R4）

202.0

202.0

20.0

388.0

5.0

163.0

545.0

24.0

1,019.0

487.0 315.0

1,268.0

20.0

―　

―　

3,467.0

18.2費 用 便 益 比 (B'/C)

484.0

1,536.0

373.0

344.0

4,266.0

1,677.0

評　価

191.0

191.0

306.0

なし

中項目評価

※費用便益分析手法のマニュアル改訂(R3.1)により、新たに間接被害軽減額が便益項目として追加とな

 ○ 中項目評価は、各評価指標の評点の合計が、再評価時の90%以上であることから「ａ」とした。

Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ
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(1) コスト縮減対策の実施状況及び今後の可能性

　

(2) 代替案立案の可能性

(1) 総合評価

評点 B/C

C A 85 18.2

〇総合評価に係るコメント

　

(2) 要検討、中止の場合の対応

※評価対象事業の位置図、計画平面図、標準横断図等を添付のこと。

コ
ス
ト
縮
減
対
策
及
び
代
替
案
立
案
の
可
能
性

斜面下部に要配慮者利用施設及び保全人家があり、これら保全対象の移転は極めて困難であることか
ら、対策としては斜面全体を保護する必要があり、代替案はない。

　

総
合
評
価

総合評価
(対応方針案)

事業継続 ・
要 検 討

・

（事業継続、見直し継続、休止、中止）

着手
年度

a a b

完了予
定年度

事業費
(百万円)

投資
事業費
(百万円)

進捗率
(％)

(1)事業進捗状況 (2)社会経済情勢 参考

進捗状況 計画変更 社会経済 評価指標 自然環境

　現時点では用地確保の見込みが立っていないが、引き続き用地交渉を進めるとともに、継続的に事業
の必要性等を確認しながら、対象地権者の理解が得られた段階で再評価を行い、事業を再開する。
　また、保全対象の地域住民等の生命を土砂災害から守るため、盛岡市と連携しながら警戒避難体制の
整備などのソフト施策を進めていく。

H20 R10 220 4.1 1.9 c

事業の進捗状況等の評価が「Ｃ」、社会経済情勢等の変化の評価が「Ａ」であることから、総合評価は
「要検討」とする。

①再評価の総括
「事業の進捗状況」について、用地確保事務に不測の日数を要していることから工事着手が遅れている
ことを受け、「要検討（休止）」と評価したものである。

②対応方針案を「要検討(休止）｣とした理由
　現時点では用地確保の見込みが立っていないが、土砂災害警戒区域等で、要配慮者利用施設が立地し
ている状況であることから、土砂災害対策施設の整備が必要であることに変わりは無いため、休止とし
たものである。

b

中　止

・再生骨材等の使用。
・当該事業は、作業スペースが狭小であり人力施工が基本であるが、現地立ち入りのうえ機械施工が
　可能であれば実施する。
・対策工法の見直しによる縮減額　約10,200千円（現場吹付法枠工⇒簡易吹付法枠工）

（事業名)急傾斜地崩壊対策事業 下米内２丁目
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急傾斜地崩壊対策事業
（下米内二丁目）

 この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得
 て、同院発行の2万5千分の１地形図を使用した。（承認番
 号　平22業使、第214-26939号）」

 1:25000

0 250 500 750 1000 m
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【 要配慮者利用施設の保全】

中津川病院、特別養護老人ホーム山岸和敬荘

～岩手県 盛岡市下米内２丁目地区～

位置図

■保全対象 人家10戸、要配慮者利用施設（中津川病院、特別養護老人ホーム山岸和敬荘）

■事業期間 H20～R10

■全体事業費 220百万円

■概況 斜面は一部荒廃していて小規模であるが落石が発生している。

■斜面高さ・角度 40m 45度

■危険箇所周知等 平成29年5月ダイレクトメール送付（毎年送付）、基礎調査結果公表済み（H27.5月）、

土砂災害ハザードマップ公表済み（H27.9月）、土砂災害警戒区域等の指定（R3.9月、R4.2月）

■工種 全体延長 L=243m、簡易吹付法枠工 L=243m

いわてけん もりおかししもよない

横断図

全体計画 Ｌ＝285ｍ

全景

①
簡易吹付法枠工

（重要）中津川病院

（重要）特別養護老人ホーム和敬荘

⑥

②

③ ⑦斜面状況

全体計画 Ｌ＝243ｍ

①

中津川病院

和敬荘

④ ⑦

②③

⑥

⑤

落石状況④ ⑤

土砂災害警戒区域等（指定済み）

（R3.9.28：077A1015、007A1016）

（R4.2.25：077A1017)

【事業進捗状況】

（R4.11時点）

・詳細設計済み

・用地測量（未了）

・用地取得（未了）

・対策工事（未了）
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H21
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H20 R4 H20 R10
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様式５

〔事業根拠法令等：急傾斜地法第１２条 〕

(1) 事業目的

(2) 事業内容

(3) 整備目標等

投資事業費

Ｃ Ｄ

　 　

(1) 事業の進捗状況

 ア 整備効果の発現状況

 イ 未着工及び工事遅延等の理由並びに解決の見通し

ａ . ｂ . ｃ

(2) 事業計画の変更の有無及び内容

変更内容

ａ . ｂ . ｃ

～

・ ・ Ｂ ・

・用地未取得により工事着手していないため、整備効果の発現はない。

①理由　法面対策工の用地確保が進んでいないため未着手となっている。
②解決の見通し(難易度）　対象地権者に関して事業の趣旨等を説明しているところであるが、用地取得
には至って居らず、現時点で解決の目処は立っていない。
③解決までの対応及び期間　引き続き、用地取得に向けた交渉を行うこととしているが、上記により用地
取得の目処は立っていない。
○中項目評価は、事業を阻害する要因となっている用地に関して、事業への理解が得られないことであ
り、現時点では事業進捗の見通しが立たないため「c」とした。

中項目評価

Ｃ

(0.0) (0.0) 

事
　
業
　
の
　
進
　
捗
　
状
　
況
　
等 ・用地取得に不測の日数を要していることから事業期間の延伸、その他事業内容に変更は無い。

○中項目評価は、変更内容は施工区間や主要な工事内容の変更ではなく事業期間の延伸であり、大幅な変
更ではないため「b」とした。

 ○中項目評価が、「c」、「b」であることか
ら、大項目評価は「Ｃ」とした。

中項目評価

評　価 ＡＡ Ａ ・ ＢＢ

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

180.0 220.0 220.0 4.1 0.0 0.0
1.9%

4.1   県 1.95

(0.0)

  他 0.2

（うち用地費） Ｂ　R元年 Ｅ＝B+C+D 財　　源

　   国庫 1.95

事
業
費

当初計画
総事業費
(H20年)

前回
再評価時
総事業費
(H29年)

今回
再評価時
総事業費
 (R4年)A

事 業 費 の 状 況 〔百万円〕

H20年～
R2年 R3年

　

事
　
業
　
概
　
要

　本地区は、県都盛岡市に位置し、保全対象に人家10戸、要配慮者利用施設（中津川病院、特別養護老
人ホーム山岸和敬荘）、市道４路線を含む急傾斜地崩壊危険箇所である。斜面は、荒廃しており露岩部
は風化が進み小規模ではあるが落石が発生している。このため、大雨、融雪、地震等により斜面崩壊の
可能性があることから、当該事業により早急に対策を実施し、民生の安定に努めるものである。

・簡易吹付法枠工　L=243m

いわて県民計画（2019～2028）第１期アクションプラン　－政策推進プラン（2019～2022）－
　Ⅸ　社会基盤　46　安全・安心を支える社会資本を整備します
　　　①　ハード対策とソフト施策を効果的に組み合わせた防災・減災対策
　　　　構成事務事業　成果指標　土砂災害危険箇所整備率（急傾斜） 目標値18.3%（令和４年度）

R4 再々評価時全体計画期間

H24 （当初全体計画期間)

工事
着手

再々々評価時全体計画期間

路線名等 もりおかし　　しもよない２ちょうめ 地区名 しもよない２ちょうめ 市町村 盛岡市
盛岡市　下米内2丁目 下米内2丁目

公共事業　再評価調書
令和４年11月9日作成

事業名 急傾斜地崩壊対策事業 補助・単独 担当部課名 県土整備部　砂防災害課

事業
着手

H20
事業計画
期　　間

H20
用地
着手

未取得 未着手

R10

進捗率

Ｆ＝E/A

　 　

項目

計画期間

（うち用地費） （うち用地費）

法枠工

H20～R4

延長　L=243m　総事業費 220,000千円

H20～R10

延長　L=243m　総事業費 220,000千円

変更前（再々評価時） 変更後（再々々評価時）
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(1) 事業に関する社会経済情勢

 ア 全国の状況

　

 イ 本県内の状況

 ウ 施工地域における状況

　

 ａ . ｂ . ｃ

(2) 事業に関する評価指標の推移

　

　

　 　 　 　 　

・急斜面が人家及び要配慮者利用施設に近接しており、地元盛岡市から整備促進について要望有り。
・当該地は、土砂災害警戒区域等に指定済み。（R4.2.25、R3.9.28）

○中項目評価は、全国又は本県において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討がないこ
とから「ａ」とした。

（再々々評価時／再々評価時）

100%
　

85 85 0

（15年） （21年）
0

0

計 95

－

効
率
性

被害を与える
おそれがある

0 －
（10.3） （5.0） （18.2）

経済性
（費用便益比（B/C））

20
20 20 20

早期効果度
（工事期間）

10
10 0

(5年)

－
(2.6m) （2.6m） （2.6m）

斜面の危険度 20
15 15 15

0

－
(40m) （40m） （40m）

0

斜面の地質
（表土厚）

5
5 5 5

0

0 －
(45度) （45度） (45度)

斜面の高さ 10
10 10 10

中津川病院
山岸和敬荘(有り) （有り） (有り)

緊
急
性

斜面の角度 5
5 5 5

政策課題
（要配慮者利用施設対策）

5
5 5 5

0

5
0 －

(有り) （有り） (有り)

0 市道
(有り) （有り） （有り）

重
要
性

市町村地域防災計画の位
置付け

5
5 5

0 －
(14戸) （10戸） （10戸）

保全公共施設等 10
10 10 10

必
要
性

保全人家 10
10 10 10

社
　
会
　
経
　
済
　
情
　
勢
　
等
　
の
　
変
　
化

中項目評価

評価指標 配点
事業着手時 再々評価時 再々々評価時

・平成28年8月台風第10号及び令和元年10月台風第19号等より、本県においても、各地で大規模な浸水、
土石流、がけ崩れ被害が発生していることから、防災事業の必要性は高まっており、効果的な事業の推
進に努める必要がある。
・このようなことから、県では過去の土砂災害発生箇所や要配慮者利用施設等がある箇所について、優
先的にハード整備を進めている。
・ハード整備とともにソフト施策として、住民の迅速かつ円滑な避難を誘導し尊い人命を守るため、県
内約13,300箇所の土砂災害警戒区域等の指定が図られている。また、土砂災害警戒区域外においても土
砂災害が発生している状況を踏まえ、高精度な地形情報を用いて、新たな「土砂災害が発生するおそれ
のある箇所」5,668箇所（令和4年9月末時点）を抽出・公表し、今後、基礎調査を行い土砂災害警戒区域
等の指定を進めることとしている。
・なお、土砂災害警戒区域等の指定は要配慮者利用施設が立地する箇所から優先的に実施することとし
ている。

・平成23年3月11日の東日本大震災津波のほか、平成26年8月の広島市を襲った前線による豪雨、平成27
年9月の鬼怒川の氾濫を代表とする関東・東北豪雨、H29年7月の九州北部豪雨、H30年7月の西日本豪雨等
に見られるように、近年の気候変動による自然災害の激甚化・頻発化により、尊い人命や家屋等の財産
が甚大な被害を受けている状況にある。
・このようなことから、着実に土砂災害対策施設等のハード整備を進めるとともに、土砂災害警戒区域
等の指定や洪水・土砂災害ハザードマップの作成等のソフト施策の充実などにより、地域全体の警戒避
難体制の整備と防災意識の醸成を図っていく必要がある。

増　減(B)-(A) 備　考
評　点  評　点(A)  評　点(B)
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 〇 費用便益分析

（単位：百万円）

事業費

総　費　用 (C)

人家・事業所

道路・鉄道

公共施設

人的被害（逸失利益）

営業停止

応急対策

人的被害（精神損害）

総 便 益 (B)

※金額は、現在価値化したもの。当該事業の実事業費は220百万円。

　ったもの。

 〇 関連する開発プロジェクト等の状況

ａ . ｂ . ｃ

(3)　自然環境等の状況及び環境配慮事項

 ア 動植物、地形・地質、歴史文化、景観等の状況及び岩手県自然環境保全指針による保全区分

・岩手県自然環境保全指針による保全区分 B

　 ・希少野生動植物生息の有無

・埋蔵文化財包蔵地の有無 　

・その他特記事項 　 　

 イ 環境配慮事項及び環境等への配慮に要する事業費

・振興局公共事業等に係る希少野生動植物調査検討委員会への付議状況 付議していない

　（工事着手の目途が付いた段階で、付議する予定。）

ａ . ｂ . ｃ

 ○ 中項目評価は、各評価指標の評点の合計が、再評価時の90%以上であることから「ａ」とした。

Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ評　価

191.0

191.0

248.7

なし

中項目評価

※費用便益分析手法のマニュアル改訂(R3.1)により、新たに間接被害軽減額が便益項目として追加とな

3,467.0

18.2費 用 便 益 比 (B/C)

528.5

303.1

279.6

1,677.0

5.0

163.0

438.0

19.5

1,019.0

531.7 253.1

16.1

―　

―　

202.0

202.0

21.8

311.8

再々々評価時

（基準年：R4）

ＡＡ ・

○中項目評価は、自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿った対応を予定して
　いることから「ｂ」とした。

≪その他の環境配慮に要する事業費等≫
法面緑化（法枠内）C=27,000千円

 

中項目評価

 
 

○中項目評価が「a」「a」「b」であることか
ら、大項目評価は「Ａ」とした。

再々評価時 事業着手時

（基準年：H28）

595.0

費
用
項
目

163.0

　

社
　
会
　
経
　
済
　
情
　
勢
　
等
　
の
　
変
　
化

区　　　分

あり

あり

(

直
接
被
害

)

便
益
項
目

(

間
接
被
害

)

便
益
項
目

―　

10.3

（基準年：H19）

―　

―　

11.4

2,571.4―　

33.3

　費用便益分析手法:　急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュアル（案）(R3.1)
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(1) コスト縮減対策の実施状況及び今後の可能性

　

(2) 代替案立案の可能性

(1) 総合評価

評点 B/C

C A 85 18.2

〇総合評価に係るコメント

　

(2) 要検討、中止の場合の対応

※評価対象事業の位置図、計画平面図、標準横断図等を添付のこと。

（事業名)急傾斜地崩壊対策事業 下米内２丁目

中　止

・再生骨材等の使用。
・当該事業は、作業スペースが狭小であり人力施工が基本であるが、現地立ち入りのうえ機械施工が
　可能であれば実施する。
・対策工法の見直しによる縮減額　約10,200千円（現場吹付法枠工⇒簡易吹付法枠工）

　現時点では用地確保の見込みが立っていないが、引き続き用地交渉を進めるとともに、継続的に事業
の必要性等を確認しながら、対象地権者の理解が得られた段階で再評価を行い、事業を再開する。
　また、保全対象の地域住民等の生命を土砂災害から守るため、盛岡市と連携しながら警戒避難体制の
整備などのソフト施策を進めていく。

H20 R10 220 4.1 1.9 c

事業の進捗状況等の評価が「Ｃ」、社会経済情勢等の変化の評価が「Ａ」であることから、総合評価は
「要検討」とする。

①再評価の総括
「事業の進捗状況」について、用地確保事務に不測の日数を要していることから工事着手が遅れている
ことを受け、「要検討（休止）」と評価したものである。

②対応方針案を「要検討(休止）｣とした理由
　現時点では用地確保の見込みが立っていないが、土砂災害警戒区域等で、要配慮者利用施設が立地し
ている状況であることから、土砂災害対策施設の整備が必要であることに変わりは無いため、休止とし
たものである。

b

参考

進捗状況 計画変更 社会経済 評価指標 自然環境

b

完了予
定年度

事業費
(百万円)

投資
事業費
(百万円)

進捗率
(％)

(1)事業進捗状況 (2)社会経済情勢

総
合
評
価

総合評価
(対応方針案)

事業継続 ・
要 検 討

・

（事業継続、見直し継続、休止、中止）

着手
年度

a a

コ
ス
ト
縮
減
対
策
及
び
代
替
案
立
案
の
可
能
性

斜面下部に要配慮者利用施設及び保全人家があり、これら保全対象の移転は極めて困難であることか
ら、対策としては斜面全体を保護する必要があり、代替案はない。
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急傾斜地崩壊対策事業
（下米内二丁目）

 この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得
 て、同院発行の2万5千分の１地形図を使用した。（承認番
 号　平22業使、第214-26939号）」

 1:25000

0 250 500 750 1000 m
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【 要配慮者利用施設の保全】

中津川病院、特別養護老人ホーム山岸和敬荘

～岩手県 盛岡市下米内２丁目地区～

位置図

■保全対象 人家10戸、要配慮者利用施設（中津川病院、特別養護老人ホーム山岸和敬荘）

■事業期間 H20～R10

■全体事業費 220百万円

■概況 斜面は一部荒廃していて小規模であるが落石が発生している。

■斜面高さ・角度 40m 45度

■危険箇所周知等 平成29年5月ダイレクトメール送付（毎年送付）、基礎調査結果公表済み（H27.5月）、

土砂災害ハザードマップ公表済み（H27.9月）、土砂災害警戒区域等の指定（R3.9月、R4.2月）

■工種 全体延長 L=243m、簡易吹付法枠工 L=243m

いわてけん もりおかししもよない

横断図

全体計画 Ｌ＝285ｍ

全景

①
簡易吹付法枠工

（重要）中津川病院

（重要）特別養護老人ホーム和敬荘

⑥

②

③ ⑦斜面状況

全体計画 Ｌ＝243ｍ

①

中津川病院

和敬荘

④ ⑦

②③

⑥

⑤

落石状況④ ⑤

土砂災害警戒区域等（指定済み）

（R3.9.28：077A1015、007A1016）

（R4.2.25：077A1017)

【事業進捗状況】

（R4.11時点）

・詳細設計済み

・用地測量（未了）

・用地取得（未了）

・対策工事（未了）
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令和 年 月 日  

岩手県知事 

達 増 拓 也 様 

 

岩手県政策評価委員会 

委員長  加 藤  徹 

 

公共事業評価について（答申） 

令和４年 11 月 29 日付け政第 125 号で諮問のあった公共事業の再評価について、公

共事業評価専門委員会で審議した結果、下記のとおり答申します。 

記 

１ 急傾斜地崩壊対策事業 下米内２丁目（盛岡市） 
  【審議結果】 

「要検討（休止）」とした県の評価は（妥当・妥当ではない）と認められる。（た

だし、次の意見を付す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例示 

・「○○○○」とした県の評価は○○と認められる。 

・「○○○○」とした県の評価は○○と認められる。ただし、次の意見を付す。 

(1)・・・・すること。 

(2)・・・・すること。    

など 
 
 
 
 

 

 

 

答 申 書(案) 

参考資料 
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令和 年 月 日 

岩手県政策評価委員会 

  委員長 加 藤  徹 様 

 

岩手県公共事業評価専門委員会 

      専門委員長 小笠原 敏記  

 

 

公共事業の再評価に係る答申について 

令和４年 11 月 29 日付けで諮問の通知のありました公共事業の再評価について、令

和〇年〇月〇日開催の第〇回公共事業評価専門委員会において、すべての調査審議を

終了し、次のとおり決定しましたので報告します。 

記 
１ 急傾斜地崩壊対策事業 下米内２丁目（盛岡市） 
  【審議結果】 

「要検討（休止）」とした県の評価は（妥当・妥当ではない）と認められる。（た

だし、次の意見を付す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例示 

・「○○○○」とした県の評価は○○と認められる。 

・「○○○○」とした県の評価は○○と認められる。ただし、次の意見を付す。 

(1)・・・・すること。 

(2)・・・・すること。    

など 
 
 
 
 

審議結果報告(案) 
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